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プライム市場の上場維持基準の適合に向けた計画に基づく進捗状況（変更） 

及びスタンダード市場への選択申請及び適合状況のお知らせ 

 

当社は、本日開催の取締役会において、2023 年４月１日施行の株式会社東京証券取引所の規則改正

を踏まえて対応の検討を行い、スタンダード市場への選択申請を決議し、申請書を株式会社東京証券

取引所へ提出いたしましたので、お知らせいたします。 

当社は、2023 年３月末日基準日時点において、スタンダード市場の全ての上場維持基準に適合して

おります。 

 

記 

 
１．当社のプライム市場の上場維持基準の適合状況の推移及び計画期間 

当社の2023年３月時点におけるプライム市場の上場維持基準への適合状況はその推移を含め、

2023年６月８日付で「上場維持基準の適合に向けた計画に基づく進捗状況について」において開示

しておりますが、以下の通り、流通株式時価総額につきましては基準を充たしておりません。 

 

 
流通株式数 

流通株式 

時価総額 

流通株式 

比率 

１日平均 

売買代金 

当社の適合

状況及び 

その推移 

2021 年 ６ 月 30 日 時 点 

（移行基準日） 

86,936単位 63.2億円 58.8％ 0.17億円 

2022年12月31日時点※１ － － － 0.30億円 

2023年３月31日時点※２ 84,725単位 67.0億円 57.3% － 

上場維持基準 20,000単位 100億円 35％ 0.20億円 

適合状況 適合 不適合 適合 適合 

当初の計画に記載した計画期間 － 2025年 

３月31日 

－ － 

※１ 2022年12月31日時点における１日平均売買代金は、2023年１月11日付で東京証券取引所から通

知された上場維持基準（売買代金基準）の適合状況をもとに記載しております。 

※２ 2023年３月31日時点における流通株式数、流通株式時価総額、流通株式比率は、2023年５月24

日付で東京証券取引所から通知された上場維持基準（分布基準）の適合状況をもとに記載して

おります。 

 

 

２．プライム市場の上場維持基準の適合に向けた取組みの実施状況及び評価 

   2023 年６月８日に開示した「上場維持基準の適合に向けた計画に基づく進捗状況について」のと

おりです。 

当社は、上場維持基準を充たしていない「流通株式時価総額」に対し、基準を充たすため、「新市

場区分の上場維持基準の適合に向けた計画書」における適合計画基本方針及び中期経営計画（2023

年３月期～2025 年３月期）を着実に進捗させると同時に、情報開示の充実化と IR 活動の強化を通じ
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て、企業価値の向上に努めてまいりました。 

その結果、2023 年４月 28 日に公表の「中期経営計画の見直しに関するお知らせ」（新中期経営計

画）にありますように中期経営計画の目標を上方修正するなど、一定の進捗をすることはできまし

たが、「流通株式時価総額」について安定的な基準達成の状況には至っておりません。 

 

 

３．スタンダード市場の選択理由 

   2023 年４月１日施行の株式会社東京証券取引所の規則改正に伴いスタンダード市場への上場の再

選択の機会が与えられたことから、どちらの選択が株主をはじめとするステークホルダーの皆様や、

今後の当社の成長や企業価値向上にとって最適であるかを慎重に検討を重ねてまいりました。 

その結果、競争の激化する照明市場において、新たな照明ソリューションの提供による市場開発

を進めるため、中長期的な計画遂行に経営資源を振り向けることが、当社の成長や企業価値向上に

資するとの判断に至りました。 

また、株主の皆様が安心して当社株式を保有・売買できる環境を確保することが重要と考え、こ

れらを勘案してスタンダード市場の選択申請を行うことといたしました。 

   なお、スタンダード市場への移行後においても、中期経営計画の推進による企業価値向上及びコ

ーポレートガバナンスの充実に努めるとともに、株主・投資家の皆様から信頼いただける企業とし

て社会的責任を果たすべく、積極的な対話や IR 活動にも継続して取り組んでまいります。 

 

 

４．スタンダード市場の上場維持基準の適合状況 

直近基準日時点におけるスタンダード市場の上場維持基準への適合状況は、以下のとおりとなっ

ております。当社は、スタンダード市場への上場の選択申請時点で、同市場すべての上場維持基準

に適合していることから、今後、上場維持基準の各項目の判定基準日時点において、当該市場の上

場維持基準のいずれかに適合しない状況となった場合を除き、「スタンダード市場の上場維持基準へ

の適合に向けた計画」の開示の必要はありません。 

 

 
株主数 流通株式数 

流通株式 

時価総額 

流通株式 

比率 

月平均 

売買高※２ 

純資産 

の額 

当社の状況（2023年

３月31日時点）※１ 
4,790人 84,725単位 67.0億円 57.3% 20,410単位 正 

スタンダード市場の 

上場維持基準 
400人 2,000単位 10億円 25% 10単位 正 

適合状況 適合 適合 適合 適合 適合 適合 

※１ 2023年３月31日時点における流通株式数、流通株式時価総額、流通株式比率は、2023年５月24

日付で東京証券取引所から通知された上場維持基準（分布基準）の適合状況をもとに記載して

おります。 

※２ 2023年１月～2023年６月までの６か月間における東京証券取引所の売買立会での売買高を６

で除して月平均として、当社が試算した数値となっております。 

 

 

５．スタンダード市場への移行予定日 

スタンダード市場への移行予定日は、2023年10月20日となります。 

 

 

 

以上 


